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本山彦一と関西大学
熊　博毅

関西大学博物館年史編纂室学芸員

　本山彦一と関西大学の関係といえば、現在、関西大学博物館に収蔵されている「本山コレクショ
ン」の存在が第一に挙げられるのは当然のことであるが、生前の本山彦一自身も関西大学と深い関
わりを持っていた。本稿では、関西大学で発行された周年記念史の記載を手がかりに、本山と関西
大学の関係を振り返ってみたい。

記念史に見える本山彦一
　関西大学が発行した年史のうち、本山彦一の名は『関西大学創立五十年史』『関西大学七十年史』

『関西大学百年史』にしるされている。その中で、本山に関する最も古い記述は、大正元（1912）
年 11 月 2 日のものである (1)。この日、関西大学では福島学舎の増築校舎落成式を兼ねて第 24 回
卒業式が挙行され、その席上、本山は来賓総代として祝辞を述べている。当日の様子を、本山が社
長を務める 11 月 3 日付『大阪毎日新聞』は次のように報じている。 

　関西大学にては増築教室の落成式を兼ね二日午後第二十四回卒業式を挙行し古荘学長
の式辞、砂川委員長の増築報告、柿崎監事の事業報告、垂水幹事の学務報告並に教頭井
上博士、村山評議員、犬塚知事、来賓総代本山彦一氏らの祝辞演説ありたり尚新築教室
は百四十余坪の二階建にして二万三千余円を要したるが引続き図書館建築の計画中なり
と又本年夏設置の認可を得たる甲種商業学科は来学年より開設すべしと因に今期卒業生
左の如し

とあり、この記述のあと大学部法律科 9 名、同高等商業科 5 名、専門部法律科 36 名、同経済科 11 名、
同高等商業科 8 名の卒業生の氏名を列記している。
　ちなみに、この記事が記載する増築教室というのは、福島学舎の施設狭隘化に伴って増築された
教室のことを指し、関西大学では、完成したこの増築棟を第二号校舎と呼んでいる。福島学舎は明
治 39（1906）年に建築されたが、それ以前にあった江戸堀校舎が、新たに敷設される路面電車（現
在の大阪メトロ四つ橋線）の路線計画に抵触したため、立ち退きを命ぜられた結果、福島へ移転し
てきたのである。ただし、校舎はそれまで使用していた江戸堀校舎を解体・移設したため、そう遠
くない将来には教室不足となることが予想されていた。そこで募金活動なども展開した上で新たに
校舎を増築したのである。
　また、記事の中に見える甲種商業学科というのは、現在の関西大学第一高等学校・第一中学校の
前身となる関西甲種商業学校のことで、記事にも示すようにこの翌年の大正 2（1913）年 4 月に
開校している。関西甲種商業学校は、商都大阪における実業教育を普及させる目的で設立が計画さ
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れたのであるが、昼間空いている校舎を有効活用し、経営安定をはかろうとする目的もあったよう
である（関西大学は、明治 19（1886）年に関西法律学校として創立されて以来、この時期に至っ
ても、夕方から授業を行う夜学であった）。
　上記の記事の中に見える古荘（一雄）学長、砂川（雄峻）委員長、柿崎（欽吾）監事、垂水（善
太郎）幹事、井上（密）教頭は学校側の関係者であるが、学外からは村山（龍平）評議員、犬塚（勝
太郎）知事、本山彦一が来賓として招かれていた。
　関西大学の前身である関西法律学校が第 1 回卒業生を送り出したのは明治 22（1889）年 9 月
16 日のことで、このときは榎本武揚文部大臣、児島惟謙大阪控訴院長、西村捨三大阪府知事をは
じめ、大阪、京都の各始審治安裁判所の高等官や代言人正副会長、新聞社員等が来賓として招かれ
ていることが当時の新聞で報じられている (2)。以来、卒業式に学外の著名人士を招くのは関西法律
学校、関西大学を通じて恒例となっていった。
　大正 2（1913）年の第 24 回卒業式で朝日新聞社社長の村山龍平や大阪府知事犬塚勝太郎、大
阪毎日新聞社社長の本山彦一が来賓として招かれたのは、そうした前例に従ったもので、なかでも
来賓総代として本山が祝辞を述べているのは、特に社会的名声が高い人物とみなされていたのであ
ろう。

関西大学評議員への推薦
　その次に本山の名前が関西大学の年史の中に見えるのは大正元（1912）年 12 月で、「松田正久、
藤田平太郎、本山彦一を評議員に推薦す」という記述 (3) である。これのもとになったのは大正元
年 12 月 6 日に開催された社団法人関西大学の社員総会議事録 (4) で、当日 6 番目の議決として次
のように記載されている。

六、本学評議員トシテ左ノ三氏ヲ推薦スルノ件
松田正久氏　男爵藤田平太郎氏　本山彦一氏

右承諾ヲ請フ為メ其手続ハ古荘、砂川、柿崎ノ三氏ニ委託スルコトニ決ス

　これが、関西大学の評議員として本山彦一の名前が挙がってくる最初の記載である。
　本山と一緒に推薦された松田正久は、第 1 次大隈内閣（明治 31（1898）年）では大蔵大臣、第
4 次伊藤内閣（明治 33（1900）年～明治 34（1901）年）では文部大臣、第 1 次・第 2 次西園寺
内閣（明治 39（1906）年～大正元（1912）年）では法務大臣と大蔵大臣を務めるなど、西園寺
公望や原敬とともに政友会と内閣を支えて、刑法改正や日露戦後の財政再建などに尽力した政治家
である。
　もう一人の藤田平太郎は、藤田財閥の創始者である藤田伝三郎の長男として大阪府に生まれ、明
治 21（1888）年に慶應義塾を卒業後、イギリスに留学して鉱山学を修得。帰国後、明治 32（1899）
年に藤田銀行を創設して頭取になるとともに、鉱山などの実業の再編を行ってグループの基盤を
作った。大阪商船監査役や大阪実業協会顧問、藤田組社長、大阪工業会会長のほか、第 5 回内国
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勧業博覧会評議員、帝国経済会議議員などを歴任。教育施設や医療施設に寄付を行い、篤志家とし
ても知られている。美術品に造詣が深く、財界有数の収集家で、そのコレクションは現在、大阪の
藤田美術館に収蔵されている。
　こうした人たちと並んで本山彦一は評議員として推薦されており、いずれも社会的地位の高い名
士であるため、就任の承諾を請うため、古荘一雄学長、砂川雄峻委員長、柿崎欽吾監事に依頼手続
きが委託されたのである。
　そしてその後も、本山が関西大学の評議員に推薦される記述は何度か見られる。大正元年のあ
とは大正 8（1919）年 12 月 27 日 (5)、大正 11（1922）年 5 月 20 日 (6)、大正 13（1924）年 10
月 3 日 (7) の記載で確認することができる。さらに昭和 7（1932）年 12 月 30 日に本山が亡くなっ
た時も「評議員本山彦一死去」としるされている (8) ことから、本山は終生、関西大学評議員であ
り続けたことが分かる。社会的知名の士を評議員にするという関西大学の評議員選出基準からする
と、本山は大阪毎日新聞社社長のまま死亡しているため、評議員を外れることはなかったと考えら
れるのである。

関西大学評議員
　ところで、この評議員というのは、どういう存在であったのだろうか。そのことは大正 8（1919）
年に新しく制定された「財団法人関西大学寄附行為」を見ることによって分かる。
　大正 8 年というのは、関西大学にとって重要な意味を持つ年である。というのも、前年の大正 7

（1918）年 12 月 6 日、文部省は大学令（勅令第三八八号）を公布し、帝国大学以外の公私立大学
に対しても帝国大学と同等の資格を認めることにした。関西大学としては、当然のことながら大学
令への対応が迫られることになったのである。
　すでに明治の末ごろから「大学」の呼称は使用していたが、実態は専門学校令に基づく学校であっ
た「関西大学」にとって、大学令に基づく大学昇格は、今後の発展のために避けて通れない最優先
課題となった。そして、新しく定められた大学令に準拠するためには組織を変更する必要があった。
大学令の第六条と第七条で次のように規定されていたからである。

第六条　私立大学ハ財団法人タルコトヲ要ス（後略）
第七条　前条ノ財団法人ハ大学ニ必要ナル設備又ハ之ニ要スル資金及少クトモ大学ヲ維

持スルニ足ルヘキ収入を生スル基本財産ヲ有スルコトヲ要ス　基本財産中前項
ニ該当スルモノハ現金又ハ国債証券其ノ他文部大臣ノ定ムル有価証券トシ之ヲ
供託スヘシ

　私立大学では、従来の社団法人を改めて財団法人になることと、基本財産を整えて、大学令が定
める金額を文部省に供託することが定められたのである。
　そのため、大正 8（1919）年 12 月 22 日に開催された社団法人関西大学の臨時社員総会では、
社団法人の解散と財団法人の設立が決議され、同月 27 日付で「社団法人解散決議書」「財団法人
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設立許可申請書」「関西大学寄附行為」その他の書類が文部省に提出された。
　申請にあたって用意された「関西大学寄附行為」は、終戦後、新教育制度が発足するまで長く関
西大学がその運営に依拠するところとなったものであるが、そこでは理事をはじめとする役員や協
議員、評議員についても規定していた。注目すべき点を挙げておこう。

関西大学寄附行為に定める評議員
　まず、社団法人の時代に比べて理事が三名ないし五名、監事が一名ないし三名と増員され（第三
章第七条）、新たに設けられた協議員の中から選出されることになった（第八条）。さらに理事のう
ち一名を学長とし、一名または二名を専務理事とすることができるようになり、学長と専務理事は
理事が互選することになった（第九条）。
　また、財団法人の重要事項は協議員によって決議されると定められたのも特筆すべきことである。
この協議員というのは、評議員、教授、講師、元以上の資格を有する者、校友の中から二十名ない
し五十名が選ばれる（第十三条・第十四条）。
　協議員になることができる有資格者の一つである評議員（本山もその一人である）とは、学位を
持つ者、高等の官職にある者、知名の士のいずれかで、財団法人の維持を賛助する者が、協議員会
の推薦を得てなると定められていた（第十五条）。

新「寄附行為」に基づいて選出された評議員
　新しい「寄附行為」に基づいて選ばれた 22 名の評議員は次の人たちであった。

一瀬勇三郎、植村俊平、太田黒英記、柿原武熊、加太邦憲、河村善益、菊池侃二、北畠治房、
鴻池善右衛門、国分三亥、古荘一雄、小林芳郎、斎藤十一郎、関一、田丸税稔、手塚太郎、
藤田平太郎、水上長次郎、水島鉄也、村山龍平、本山彦一、山本辰六郎

　彼らがどういう人物であったのか、簡単に見てみたい。
【一瀬勇三郎】
　司法官。明治 27（1894）年 2 月から明治 31（1898）年 6 月まで大阪地方裁判所の検事正を
務めていたとき関西法律学校に関係し、第 4 代校長となった。
【植村俊平】
　政治家。明治 43（1910）年 8 月 8 日から明治 45（1912）年 7 月 25 日まで第 4 代大阪市長
を務めた。大正 2（1913）年、大阪株式取引所理事長、大正 5（1916）年に王子電気軌道社長に
就任した。
【太田黒英記】
　司法官。大正 8（1919）年時点では東京地方裁判所検事正であるが、大正 2（1913）年から大
正 7（1918）年まで大阪地方裁判所検事正であった。大正 12（1923）年に再び大阪へ戻り、大
阪控訴院検事長となった。昭和 4（1929）年に大阪控訴院検事長を退官して弁護士に転じた。
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【柿原武熊】
　司法官。明治 35（1902）年、大審院判事となり、その後、京都地方裁判所長、大阪地方裁判所
長を務めた。
【加太邦憲】
　司法官。明治 31（1898）年、北畠治房の後任として大阪控訴院長になったときから関西法律学
校、関西大学との関係が始まった。第 5 代校長、第 6 代学長を務めた 8 年の間に江戸堀校舎の新
築や社団法人の設立、専門学校令に依る「私立関西大学」の設立など、多くの業績をあげた。
【河村善益】
　司法官。明治 27（1894）年、大阪控訴院部長判事に着任すると同時に本学の講師となった。明
治 37（1904）年には学監として加太学長を補佐し、明治 38（1905）年 11 月、第 7 代学長に就
任した。大正 8（1919）年時点では東京控訴院検事長を務め、大正 10（1921）年に司法官を辞
して貴族院議員に勅選された。
【菊池侃二】
　政治家。明治 23（1890）年、第 1 回衆議院議員総選挙に出馬して当選。明治 31（1898）年 7 月、
第 1 次大隈内閣成立後、大阪府知事に登用され、明治 35（1902）年 2 月まで在任した。明治 45（1912）
年 5 月、第 11 回総選挙で再選され、衆議院議員を通算 3 期務めた。
【北畠治房】
　司法官。横浜、京都、東京裁判所長、大阪控訴院長を歴任した。明治 29（1896）年、男爵に叙
爵され、法隆寺近郊で余生を過ごした。
【鴻池善右衛門】
　11 代善右衛門幸方。明治 17（1884）年 1 月、家督を継承。日本生命保険の初代社長や第十三
国立銀行頭取、大阪倉庫社長などを務めた。明治 30（1897）年には鴻池銀行を設立。明治 44（1911）
年、男爵に叙せられた。
【国分三亥】
　司法官。岡山、横浜、甲府、高知、大阪などの地方裁判所で検事および検事正を歴任したあと、
明治 41（1908）年に韓国へ渡り、韓国検事総長、統監府裁判所高等法院検事長に就任した。明治
43（1910）年の韓国併合後は朝鮮総督府裁判所高等法院検事長、朝鮮総督府司法部長官、朝鮮総
督府法務局長を務めた。大正 9（1920）年に退官したのち、錦鶏間祗候となった。
【古荘一雄】
　司法官。明治 38（1905）年、大阪控訴院長となり、在任中の明治 39（1906）年に請われて第
8 代学長となった。福島時代の関西大学で、専門部商業学科の開設や学舎の拡張、学友会の結成など、
その発展に尽くした。大正 2（1913）年、大阪控訴院長の退官とともに学長も退任したが、その
後も評議員として大学の発展を見守った。
【小林芳郎】
　司法官。明治 16（1883）年に判事補となり、のちに判事から検事に転じた。明治 39（1906）年、
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東京地方裁判所検事正となり、大正 2（1913）年 4 月に大阪控訴院検事長に就任して大正 9（1920）
年 7 月までその職にあった。
【斎藤十一郎】
　司法官。大正 2（1913）年、大阪控訴院長になったときから第 9 代学長に就任し、大正 6（1917）
年 12 月まで学長職を務めた。大正 9（1920）年 6 月 11 日、大阪控訴院長在職中に病で亡くなった。
【関一】
　政治家。母校である東京高等商業学校の教授から大阪市役所幹部に転身し、20 年にわたって大
阪市助役や大阪市長を務めた。第 7 代市長に就任したのは大正 12（1923）年で、昭和 9（1934）
年 7 月 3 日には貴族院議員となった。
【田丸税稔】
　司法官。神戸地方裁判所長。神戸取引所理事長。
【手塚太郎】
　司法官。創立者の一人。明治 19（1886）年、大阪始審裁判所へ配属されたとき、関西法律学校
創立のことに関わり、明治 25（1892）年に転出するまで関西法律学校で講義を行った。各地の裁
判所を歴任したあと、大正 2（1913）年に長崎控訴院長となり、大正 14（1925）年の退職まで
その官にあった。
【水上長次郎】
　司法官。明治 19（1886）年、徳島始審裁判所から大阪始審裁判所に転じ、明治 21（1888）年
から本校講師として授業を行った。明治 22（1889）年から明治 23（1890）年まで第 2 代校長（代理）
となり、関西法律学校第 1 回卒業式では校長として祝辞を述べた。各地の裁判所で勤務したあと、
大正 2（1913）年に名古屋控訴院長となり、その後、大阪控訴院長に転じ、大正 10（1921）年
に退官した。
【水島鉄也】
　教育者。明治 35（1902）年、神戸高等商業学校（神戸大学の前身）初代校長に就任した。
【村山龍平】
　朝日新聞社社主・社長。明治 12（1879）年に朝日新聞の創刊に参加し、明治 14（1881）年に
朝日新聞の所有権を獲得したあとは上野理一と共同経営にあたった（明治 41 年（1908）以後は
1 年おきに社長）。明治 24（1891）年、第 1 回衆議院議員総選挙補欠選挙で衆議院議員に当選以後、
衆議院議員を通算三期務めたほか、大阪府会議員、大阪市会議員などを歴任した。
【山本辰六郎】
　司法官。実業家。明治 26（1893）年、東京地方裁判所検事。大正 9（1920）年 2 月 1 日、北
丹軽便鉄道株式会社創立総会で初代社長に就任した。
【藤田平太郎】に関しては、すでに履歴を紹介しているので、記述を省略する。
　これらの評議員はいくつかのグループに分けることができる。
　第一は、関西法律学校ならびに関西大学における教学の代表者を含んだ教育者のグループで、手



33

第１領域　大正期大阪と本山彦一　大阪毎日新聞、関西大学

塚太郎、水上長次郎、一瀬勇三郎、加太邦憲、河村善益、古荘一雄、斎藤十一郎、水島鉄也が該当
する。ただし、水島を除く 7 名は、本来は司法官である。
　第二は、政治家のグループである。植村俊平と関一、菊池侃二がこれにあたる。
　第三のグループは司法官である。第一グループの 7 名に、太田黒英記と柿原武熊、北畠治房、
国分三亥、小林芳郎を加えることができる。
　第四のグループは財界人である。鴻池善右衛門、藤田平太郎、山本辰六郎がこのグループに属する。
　第五のグループは新聞人である。これには村山龍平と本山彦一が該当する。
　いずれの人たちも政・財・司法・教育・新聞界の重鎮ばかりで、関西大学は、こうした人たちの
協力を得ながら喫緊の課題である大学昇格の難局を乗り切ろうとしたのであり、本山彦一も、そう
した中の一人として援助を期待されたのであろう。

大学昇格直前に選出された評議員
　本山が関西大学の評議員に推挙される記述は、大正 11（1922）年 5 月 20 日にも見られる (9)。
　この 5 月 20 日というのは、関西大学の歴史にとって特筆すべき日である。すなわち、のちに関
西大学中興の祖と呼ばれる山岡順太郎が総理事に就任するとともに、池尾芳蔵、佐竹三吾、宮島綱
男が理事に選ばれ、なかでも宮島は理事就任と同時に専務理事となり、柿崎欽吾専務理事とともに
本学運営の中枢を担うようになるからである。
　池尾と佐竹は、大阪商業会議所会頭も務めた山岡と深い関係を持つ大阪著名の実業家である。池
尾は当時、日本電力株式会社の専務取締役として有能を謳われており、のちに日本の電力業界の重
鎮となった。佐竹は鉄道事業法に精通する学者で、同時に鉄道界有数の実業家であった。宮島は早
稲田大学出身の学者で、フランス留学中、経済学の権威であるシャルル・ジイドに学び、帰国後、
早稲田大学の教授になった少壮気鋭の経済学者であった。しかし、早稲田事件で恩賜館組の一人と
して連袂辞職したのをきっかけに山岡のブレインになっていた。
　本山が、大正 8（1919）年に続いて関西大学の評議員に推挙されたのは、大学昇格後の関西大
学を中心的に運営していく人たちが選出された、まさしく同じ日だったのである。26 名の評議員
は次のとおりである。

安宅弥吉、一瀬勇三郎、井上虎治、内田信也、加福力太郎、加太邦憲、河村善益、喜多又蔵、
木村清、鴻池善右衛門、古荘一雄、佐多愛彦、執行軌正、下村耕次郎、関一、高木利太、
谷田三郎、常松英吉、手塚太郎、寺島小五郎、藤田平太郎、堀啓次郎、水島鉄也、
水上長次郎、村山龍平、本山彦一

　前回の評議員から退いたのは植村俊平、太田黒英記、柿原武熊、菊池侃二、北畠治房、国分三亥、
小林芳郎、斎藤十一郎、田丸税稔、山本辰六郎の 10 名で、代わって安宅、井上、内田、加福、喜多、
木村、佐多、執行、下村、高木、谷田、常松、寺島、堀の 14 名が新たに名を連ねた。
　このうち、安宅、内田、喜多、木村、堀たちは、いずれも山岡に縁故のある錚々たる財界人であ



34

り、しかも当時、勢いを増しつつあった海運、電力、電鉄関係の実業家であった。藤田や鴻池といっ
た伝統的な資産家に対し、時代の先端をいく新興の実業家を網羅したのがこのときの評議員の特徴
であった。山岡を中心とする大阪財界の新興勢力を推進力としたことにより、大学昇格に必要な募
金活動にも弾みがついたと考えられる。
　山岡や宮島といった大学経営の首脳陣や新たに評議員が選出された大正 11（1922）年 5 月 20
日から半月後の 6 月 5 日に関西大学は大学昇格の認可を受ける。昇格を目前に控えた時期に、本
山も新聞界のリーダーとして関西大学の運営に引き続き協力を求められたと言えよう。

本山彦一と大阪毎日新聞社の社会貢献活動
　本山彦一の伝記である『松陰本山彦一翁』には、本山が社長を務める大阪毎日新聞社の社会貢献
事業に関する記述が見られる (10)。
　事業の内容は、学術研究調査や教育奨励事業をはじめ、災害救恤、産業奨励、各種社会事業、運
動奨励、芸術奨励、国際親善、各種記念事業など多岐にわたっている。
　特に、教育奨励事業では、大阪医大、関西大学、慶応義塾大学、早稲田大学、日本女子大学校な
ど、全部で 20 近い学校や教育機関へ寄付を行っていることがしるされている。
　そして、こうした活動の記録は関西大学の方からも確認することができる (11)。大学令による大
学昇格のため、山岡順太郎を会長として大正 10（1921）年に組織された関西大学拡張後援会に対
し、寄付を申し込んだ 160 個人・機関のうちの一人として本山の名前が挙がっているのである（本
山と同時に大阪毎日新聞社の名前も見える）。本山と大阪毎日新聞社がいくら寄付したかは不明で
あるが、寄付金総額は 32 万 102 円 75 銭（実収金額 29 万 4206 円 5 銭）にのぼった。これらの
寄付金は、千里山学舎の建設をはじめ、国への供託金納付など、多額の資金を必要とする関西大学
にとって、日照りのときに降る慈雨にも等しいものであったことはまちがいない。

関西大学の行事における来賓本山彦一
　本稿の冒頭で、大正元（1912）年 11 月 2 日に挙行された関西大学増築校舎落成式兼第 24 回
卒業式の席上、本山が来賓総代として祝辞を述べたことを紹介したが、これに類似したことは大正
13（1924）年 4 月 26 日 (12) と大正 15（1926）年 10 月 24 日 (13) の記述でも確認できる。
　大正 13（1924）年 4 月 26 日の項では、専門部文学科の開講式が千里山学舎で挙行された際、
本山の祝辞が披露（代読）されたことが紹介されている。
　もともと関西大学に文学部（文学科）を設置することは、大正 11（1922）年 5 月 27 日に開
催された第 1 回「学の実化」講座の講師として招かれた駐日フランス大使ポール・クローデルが、
総合大学に文学部を欠かすことはできないと力説したことによって開設準備が進められたという経
緯がある。ただし、専任教授その他の都合から、文学部の開設は将来の課題とし、ひとまず専門部
に文学科を増設することにした。そしてその後、この専門部文学科は、昭和３(1928) 年 4 月に開
設される関西大学法文学部の契機となっていく。その意味で、専門部文学科は、現在の関西大学文
学部の淵源と見なすことができるのである。
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　この日の開講式における山岡順太郎総理事の式辞や中川望大阪府知事、関一大阪市長、本山彦一
大阪毎日新聞社社長、村山龍平大阪朝日新聞社社長らの祝辞は大正 13（1924）年 5 月 15 日発行
の『関西大学学報』第 19 号に掲載されている。本山の祝辞は文章が少し長いため、原文の掲載は
文末の註に譲る (14) が、祝辞の要点をまとめると次のようになるだろう。

　もともと大阪は、京都とともにわが国固有の文学を生み出した土地で、日本文学史上、
一時代を画してきたが、今日まで大阪市が文学に関する教育機関を有しなかったことは
誠に遺憾であると私は考えていた。しかし、今回、関西大学専門部に文学科が増設され
たことで、この点が解消されたのは非常に愉快とするところである。特に、私のように
新聞事業に携わる者にとっては、ことさらにその思いを強くする。もとより、新聞は文
学普及機関ではないが、文学と密接不離の関係にあるからである。
　人格形成の根本的要件である文学を教育する機関に関して、大阪市は大都市としての
面目を損なっていた。今回、関西大学当局者の努力により文学科が増設されたのは、飢
えた者に食べ物を与え、喉が乾いた者に水を与えるようなもので、大阪市の文化史上に
新たな紀元を打ち立てたものであると賞賛したい。今後、大阪市は文化都市としての面
目を保ち、市民も潤いのある生活を送れるだろうと喜びに堪えない次第である。
　経済活動の中心地である大阪市は、精神的活動においても今後大いに努力すべきであ
る。そして、そのためには「心の糧」を欠かすことができないが、その心の糧とは、実
にこの文学科が供給するところのものである。その結果として、大阪市が内外面ともに
充実した「住みよい都」になることは、大阪市民の幸福のためだけでなく、わが国の文
運興隆のためにも慶賀に堪えない。
　私は、関西大学の文学科開設が誠に有意義であると喜ぶとともに、その使命を遂行実
現することを切望するのである。

　経済活動の中心地である大阪市にとって、精神的活動を旺盛にするためにも「心の糧」を欠かす
ことができないとして、文学の重要性と必要性を力説し、その「心の糧」を供給するのが文学科で
あるとする本山の祝辞は、新聞人としての立場と相まって、開講式に参列した者すべてに強い印象
を与え、同時に共感を呼んだであろう。単なる来賓として述べる通り一遍の挨拶ではなかったので
ある。

本山彦一と関西大学の関係年表
　ここまで述べてきた本山と関西大学の関係を今一度、時系列に沿った年表として挙げておこう。

● 大正元（1912）年 11 月 2 日 第 24 回卒業式兼福島学舎増築校舎落成式に来賓の一人とし
て出席し、祝辞を述べる。（70-170、100-285、大毎 -11 月 3 日付）

● 大正元（1912）年 12 月 社団法人関西大学の評議員に推薦される。（70- 附篇 84、社団法人
関西大学議事録 -12 月 6 日付）

● 大正 8（1919）年 12 月 27 日 財団法人設立許可申請書の第 29 条で、財団法人設立時の評
議員 22 名中の一人となる。（50-151、70-228、100-357）
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● 大正 11（1922）年 5 月 20 日 理事会が決議した評議員 26 人中の一人として推挙される。
（50-172、70-234、100-370）

● 大正 11（1922）年（月日不詳）　関西大学拡張のための寄付金申込者 160 個人・機関のう
ちの一人として芳名が挙がる。本山と同時に大阪毎日新聞社の名も見える。（50-234、70-
附篇 17）

● 大正 13（1924）年 4 月 26 日 専門部文学科の開講式（千里山学舎）で来賓の一人として祝
辞が代読される。（50-162、70-277、100-436、学報 -19）

● 大正 13（1924）年 10 月 3 日 理事会が従来の評議員 31 人を推薦し、本山はその中の一人
となる。（50-173）

● 大正 15（1926）年 10 月 24 日 新設の運動場開場式に参列する。（70-285）
● 昭和 6（1931）年から 末永雅雄が本山コレクションの整理・分類を行う。（100-959）
● 昭和７（1932）年 12 月 30 日 評議員本山彦一死去（50-342、70- 附篇 97）
● 昭和 30（1955）年 11 月 4 日 創立 70 周年記念式典に先だって挙行された物故学員慰霊祭

で 130 柱の一人として芳名が挙げられる。（70-680、100-1098）
● 昭和 28（1953）年～ 38（1963）年関西大学が本山コレクションを購入する。（100-959）

※各項目の後ろに挙げているのは出典と記載ページ（掲載日）である。たとえば、「50-151」は『関
西大学創立五十年史』の 151 ページ。同じく「70」「100」は『関西大学七十年史』『関西大学百年史』、

「大毎」は『大阪毎日新聞』、「学報」は『関西大学学報』を意味する。

まとめ
　本稿では、大阪毎日新聞社社長であった本山彦一と関西大学との関係を評議員という立場を中心
に振り返った。最後に要点をまとめておきたい。
　本山が関西大学の評議員に推薦されたのは大正元（1912）年 12 月のことで、昭和 7（1932）
年 12 月 30 日に亡くなるまで終生、関西大学の評議員であった。評議員というのは「学位を持つ者、
高等の官職にある者、知名の士」のいずれかで、「財団法人の維持を賛助する者が、協議員会の推
薦を得てなる」と定められており、評議員は、財団法人の重要事項を決議する協議員になりうる資
格を有する人物であった。本山自身は協議員にはならなかったが、単なる名前だけの名誉職という
わけではなく、卒業式や学科の開講式など、関西大学にとって重要な行事の折には自ら出席して祝
辞を述べたり、それが叶わない場合は祝辞を寄せて代読させたりしている。また、祝辞の内容も、
単なる来賓として述べるありきたりの挨拶ではなく、新聞界の重鎮が語るにふさわしい、十分に吟
味された内容のものであった。
　さらに、関西大学が大学令に依って昇格しようという時期に、自身と大阪毎日新聞社あわせて大
学に寄付を行っている点も注目すべきことである。大阪毎日新聞社社長と関西大学評議員という立
場から、当然と言えば当然であるが、地元大阪の発展を支える人材育成を果たすことを関西大学に
期待しての行為であったのかもしれない。専門部文学科開講式で披露された祝辞などから本山の大
阪発展にかける想いと関西大学に対する期待を読み取ることができるのである。
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本山大阪毎日新聞社長祝辞

　由来大阪は、京都と共に、我が国固有の文学を醸生した土地であつて、日本文学史上燦爛たる一時代
を画した母胎は実に我が京阪文化であります。それにも拘らず、不幸にして、今日まで我が大阪市に於て、

文学に関する原統的の教育機関を有しなかつたことは大に吾人の遺憾とする所でありました。然るに、今

回関西大学専門部に於ける文学科の増設によつて、この遺憾な点が消散せらるることになつたのは、吾人

の深く欣快とするところであります。殊に吾吾新聞事業に携はる者にとつては、殊更この感を深くするも

のであります。蓋し、新聞は文学普及の機関ではありませんが、之と密接不離の関係にあるからであります。

　経済都市としての大阪市は、諸般の施設に異常なる努力の足跡を印し来つたが、多くは、機宜的施設に

急なるの結果、教育、殊に人格完成の根本的要件である文学教育の機関に就ては、甚だしく大都市たるの

面目を損するものがありまして、市民は恰も精神的無産者たるかの如き感がありました。偶本大学当局者

の熱心なる御留意によつて文学科が増設されたのは、丁度飢えたるものに食を与へ、渇したる者に水を与

ふるが如く、我大阪市の文化史上に、一新紀元を画するものであると賞揚したいのであります。今後大阪

市は、これに依つて、文化都市としての面目を保持し、市民はために潤ひのある生活を送ることが出来る

だらうと、喜びに堪へぬ次第であります。

　経済的活動の中心としての大阪市は、更に精神的活動に於ても、今後大に努力を要すべく、而してその

精神的活動を旺盛ならしむるがためには、いかに「心の糧」が必要欠くべからざるものであるかは、多言

を要しませぬ。その心の糧こそは、実にこの文学科の供給する所のものであります。斯くて大阪市が形式、
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内容共に充実完備した、所謂「住みよき都」となることは、啻に大阪市民の幸福のためのみならず、我国

の文運興隆のためにも寔に慶賀に堪へない次第であります。

　吾人は本大学の、この企ての甚だ有意義なるを悦び、併せてその使命を遂行実現せられんことを切望す

るものであります。

大阪毎日新聞社長　本　山　彦　一


